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修正簿価純資産と類似業種の併用認めず
単独で評価された算定額に基づく原処分庁評価額は時価を上回らず

税 務

　非上場会社であるA社は、本件不動産を
約18億円で購入する一方で、その購入資
金として約9億円を借り入れていた。そし
てA社は本件不動産を月額約540万円で賃
貸していた。請求人が父からの贈与により
取得したA社株式の価額は、評価通達の定
めにより評価すると本件不動産の価額及び
借入金等が考慮される結果、ゼロ円となっ
た。原処分庁は、評価通達6項の適用によ
りA社株式の評価額は本件不動産の鑑定評
価額14億円を使用して評価機関が修正簿
価純資産法を単独で採用して算定した価額
となる旨の調査結果を請求人に対して説明
した。請求人は、本件不動産の鑑定評価額
14億円を用いるなどして計算した純資産価
額と評価通達180の類似業種比準価額の併
用方式によりA社株式を評価して贈与税の
期限後申告を行った。これに対し原処分庁

は、評価機関による株式価値算定額を根拠
としてA社株式の価額を原処分庁評価額と
する課税処分を行った。これを不服とした
請求人は、A社が継続企業を前提とした営
利企業であることからネットアセット・ア
プローチ（修正簿価純資産法）とマーケッ
ト・アプローチ（類似業種比準方式）との
折衷法により評価した請求人評価額が合理
的であると指摘して、原処分庁のネットア
セット・アプローチのみによる評価額は合
理性がないと主張した。
　審判所は、A社が所有する有形固定資産
は本件不動産のみで売上も賃料収入のみで
あるという事業特性と類似する上場会社が
存在するという事実が認められないことな
どから、評価機関がマーケット・アプロー
チ（今号42頁参照）を採用しなかったこと
は相当であるとした。そして審判所は、本
件不動産は収益還元法による時価評価が行
えると指摘したうえで、評価機関がA社株
式の価値算定に当たりネットアセット・ア
プローチに属する時価純資産法（修正簿価
純資産法）を単独で採用したことは相当で
あるとした。そのうえで審判所は、評価機
関による株式価値算定額に基づいて算出さ
れた原処分庁評価額は客観的な交換価値を
示すものであって、相続税法22条に規定
する時価を上回るものではないとして審査
請求を棄却する裁決を下した。

6項適用により評価会社保有の不
動産を鑑定評価額とした上で修正
簿価純資産法により非上場株式を
評価した原処分庁評価額は時価を
上回るものではないと判断した裁
決（東裁（諸）令6第170号）。

審判所、不動産鑑定評価額を用い
て計算した純資産価額と類似業種
比準価額の併用方式による請求人
主張の評価額を認めず。

テキストボックス
◉週刊T&Amaster   　商品概要     https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/2531.html
☎0120-6021-86 　　 見本誌請求  https://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
　　　　　　　　　 立ち読みコーナー　https://www.lotus21.co.jp/ta

https://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/2531
https://www.lotus21.co.jp/ta
テキストボックス
最新号を含む見本誌を無料で進呈しております。下記よりご請求下さい

http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html

	見本誌請求ページへ: 


